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乳幼児をもつ母親の労働と生活　－イギリスの事例調査から

松村真木子　（お茶大・院）

目的　イギリスの女性は､子供をもつにあたり、労働継続か否かをどのように選択する

の
であろうか｡木研究は､女性の労働観、経済力、家事分担､育児の支援策を軸に、女性が

働くことと乳幼児を育てることとの関係を検討する。
日本には育児休業制度があり、不充分ながらも公的保育所が働く女性に開かれている。

しかし、少子化が進み､年齢別労働力率は依然としてＭ字型を示している｡一方､イギリス
は出産休暇を享受できる層が拡大したとはいえ､育児休業制度が未だ制定されていない｡に

もかかわらず、1980 年代半ばからＭ宇型の底があがり、90 年代にほぼ台形型へ移行した。
イギリス社会はＪ

が､出､産後乳幼児を育てながら労働市番へ参入する女性が増加している｡そのため、イギリ
スの母親の労働と生活を検討することで、日本社会の特殊性を明らかにする。

方法　1998 年７月から９月にかけて、ロンドン北部において、乳幼児をもつ母親を対象
に面接調査および質問紙調査を実施した。

結果　ロンドン北部の乳幼児をもつ女性は､生活を維持するために働くことが当たり前
であると考えていたが、出産後も労働を継続するか、一時中断するかの選択には､自分の

収入と利用可能な保育の支援策との関係が重要な要因となっていた。３歳児神話を心に抱
いている人はいなかった｡女性が働く以上、家事分担は両性で平等に分担すべきであると
考えている人がほとんどであったが、実状は､女性が多くを担っていた｡すなわち、ロンド
ン北部で生活している乳幼児をもつ母親は､経済的責任も家事・育児の責任も担っていた。
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海外派遣勤務者とその家族に対する日本企業の措置状況

一北京における派遣者の配偶者への調査を基にー

三善勝代（和洋女大）

【目的】　国外での勤務においてはヽ勤務者本人はもちろんその家族にとって、雇い主側

からの国内に勝る支援や配慮が欠かせない。海外派遣勤務者の配偶者（妻）の現地適応が

企業のグローバル経営の成否を左右する（Tung. R. L, 1982）とあらば、特に彼女たちへのそ

れが重要になる。では、日本の企業から､「社会主義的市場経済」下の中国は北京に派遣さ

れた勤労者の場合は、どう遇されているか。配偶者の目に映じた施策状況を把握したい。

【方法】 北京日本人会婦人部経由で配布・回収した（1996年９月）派遣者の配偶者への

質問票75部の回答を集計・整理し、現地での面接調査（22人を対象として翌年実施）によ

るデータで補足する。回答者の平均年齢は37歳。滞在期間は２年以上～３年未満層が最も

多く（39％）、夫（派遣者）の勤務先業種では、非製造業が多数を占める（65％）。

【結果】 （1）派遣期間について規定や目安を設けている企業が大多数（74.7％）であっ

たが、２割においては規定も目安もない。（2）配偶者の事前現地見学制度が１社のみに設

けられていた。（3 ）何らかの配偶者向け事前研修は過半数（58.7 ％）の企業で実施されて

いたが、皆無の所も32％あった。実施数の最も多い研修種目は、「全般的な任国事情」と

「健康管理や病気対策」であった（共に45.3 ％）。 （4）派遣による夫の職位ト昇が、７割

弱（66.7％）においで生じていた。（5）家族関連手当については、帯同家族手当の支給が

最多であった（64％）。（6 ）社費による一時帰国・家族呼び寄せ制度では、慶弔帰国制度

の敷設が最も多かった（50.7％）。（7 ）「健康診断の管理」が７割近い（69.3％）企業に

設置されていた。これは現在最も必要だと回答された対家族支援・福祉制度でもあった。
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